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(57)【要約】
【課題】　本発明は、情報の記憶、演算、および表示を
行う、パーソナルコンピュータ等の情報処理装置に関し
、ユーザ１人１人の好みに合ったレイアウトを実現する
。
【解決手段】　平板上に置かれる台部とその台部から立
設した柱部とを有する支持スタンド１１０と、演算処理
を行なう演算ユニット１４０と、情報を記憶しておく記
憶ユニット１５０と、画像を表示する表示パネル３１０
と、支持スタンドに取り付けられて演算ユニットおよび
記憶ユニットを支持するとともに、表示パネルを、演算
ユニットおよび記憶ユニットを背後に隠す位置に支持す
るアダプタ５１０とを備えた。
【選択図】　　　　図３５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　平板上に置かれる台部と該台部から立設した柱部とを有する支持部材と、
　演算処理を行なう演算ユニットと、
　画像を表示する表示部と、
　前記支持部材に取り付けられて前記表示部を支持する第１のアダプタと、
　前記支持部材に取り付けられて前記演算ユニットを支持するとともに、前記表示部を、
該演算ユニットを背後に隠す位置に支持する第２のアダプタとを備えたことを特徴とする
情報処理装置。
【請求項２】
　前記表示部として、サイズの異なる複数の表示部のうちのいずれかを選択可能であり、
　前記第１のアダプタが、前記複数の表示部のいずれにも共通に使用されるものであるこ
とを特徴とする請求項１記載の情報処理装置。
【請求項３】
　情報を記憶しておく記憶ユニットを備え、
　前記第２のアダプタに支持された状態の前記演算ユニットおよび前記記憶ユニットが前
記表示部の支持を担うものであって、
　前記第２のアダプタが、前記表示部の少なくとも一部の負荷を前記演算ユニットおよび
前記記憶ユニットに負わせ、該表示部を、該演算ユニットおよび該記憶ユニットを介して
支持するものであることを特徴とする請求項１記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記第１のアダプタおよび前記第２のアダプタが、前記支持部材に磁力により吸着する
ものであることを特徴とする請求項１記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記表示部が、前記第１のアダプタに磁力により吸着するものであることを特徴とする
請求項１記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記演算ユニットおよび前記記憶ユニットが前記第２のアダプタに磁力により吸着し、
前記表示部が該演算ユニットおよび該記憶ユニットに磁力で吸着するものであることを特
徴とする請求項３記載の情報処理装置。
【請求項７】
　情報を記憶しておく記憶ユニットを備え、
　前記第２のアダプタが、前記支持部材に取り付けられて前記演算ユニットおよび前記記
憶ユニットを左右に支持するとともに、該演算ユニットおよび該記憶ユニットを背後に隠
す位置に前記表示部２台を左右に並べて支持するものであることを特徴とする請求項１記
載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記第２のアダプタに支持された状態の前記演算ユニットおよび前記記憶ユニットが、
前記表示部２台のうちの各１台の支持を担うものであって、
　前記第２のアダプタが、前記表示部２台のうちの一方の表示部の少なくとも一部の負荷
を前記演算ユニットに負わせるとともに他方の表示部の少なくとも一部の負荷を前記記憶
ユニットに負わせ、該表示部２台を、該演算ユニットおよび該記憶ユニットを介して支持
するものであることを特徴とする請求項７記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記演算ユニットおよび前記記憶ユニットが前記第２のアダプタに磁力により吸着し、
前記表示部２台のうちの各一台が、前記演算ユニットおよび前記記憶ユニットにそれぞれ
磁力により吸着するものであることを特徴とする請求項８記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　平板上に置かれる台部と該台部から立設した柱部とを有する支持部材と、
　前記支持部材に取り付けられて複数の表示部から選択された表示部を支持するアダプタ
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と、
を備えたことを特徴とする表示装置。
【請求項１１】
　前記アダプタとして第１のアダプタと第２のアダプタがあり、
　前記第１のアダプタは、前記支持部材に取り付けられて前記複数の表示部から選択され
た第１の表示部を支持し、
　前記第２のアダプタは、前記第１のアダプタと排他的に前記支持部材に取り付けられて
前記複数の表示部から選択された前記第１の表示部と異なる第２の表示部を支持する、
ことを特徴とする請求項１０記載の表示装置。
【請求項１２】
　前記アダプタとしてさらに第３のアダプタがあり、
　前記第３のアダプタは、前記第１のアダプタ及び前記第２のアダプタと排他的に前記支
持部材に取り付けられて前記複数の表示部から選択された複数個の前記第１の表示部を支
持可能とする、
ことを特徴とする請求項１１記載の表示装置。
【請求項１３】
　前記第１の表示部は、前記第２の表示部とサイズが異なることを特徴とする請求項１１
記載の表示装置。
【請求項１４】
　前記第１のアダプタ乃至前記第３のアダプタが、前記支持部材に磁力により吸着するも
のであることを特徴とする請求項１２記載の表示装置。
【請求項１５】
　前記第１の表示部および前記第２の表示部が、前記第１のアダプタおよび前記第２のア
ダプタに磁力により吸着するものであることを特徴とする請求項１１記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報の記憶、演算、および表示を行う、パーソナルコンピュータ等の情報処
理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、パーソナルコンピュータ等の情報処理装置が広く多用されており、この情報
処理装置に関しても近年の技術の進歩が著しく、演算処理装置の高速化、記憶装置の大容
量化、小型化、軽量化等が急速に進んでいる。
【０００３】
　機能面でかなりの進歩が見られ、ユーザがかなり高いレベルで満足度を得られるように
なってきた現在、ユーザの嗜好は、さらに高い機能も然ることながら、操作性の良さ、取
扱いの良さ、優れたデザインといった、ユーザフレンドリーな装置であるかどうかという
ことに、これまで以上にかなりの重点が置かれてきている。しかも、操作性や取扱い性が
万人のユーザにとって平均的に優れているということからさらに進んで、１人１人のユー
ザにとって、その１人のユーザの好みも含め、高い操作性や取扱い性が要求されてきてい
る。
【０００４】
　コンピュータのうちの演算処理を行う機能部分や情報を記憶しておく機能部分は、コン
ピュータとしての機能としては極めて重要な位置を占める部分であることには変わりない
ものの、ユーザフレンドリーの観点からすると、できる限り目立たず、ユーザの好みによ
ってはそのユーザの視界からは消してしまうことが好ましく、ユーザにとって重要なのは
、キー操作により情報を入力するキーボードや画像を表示する表示部分等が、そのユーザ
にとって操作性の良い位置、見やすい位置に配置されていることである。
【０００５】
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　このような観点から捉えた場合、従来のパーソナルコンピュータは、演算処理等を行う
本体ユニットがかなり目立ち、ユーザによってはユーザフレンドリーと感じる構成とはほ
ど遠い構成となっている。
【０００６】
　また、運搬性を考えたノート型のパーソナルコンピュータも広く普及しており、このノ
ート型のパーソナルコンピュータは確かに運搬性には優れているもののキーボードや画面
をユーザの自由な位置に配置することはできず、ユーザフレンドリーという観点からは今
一歩不足している感がある。
【０００７】
　また、ユーザは自身の使い方に合ったディスプレイ装置を選択して利用するものであり
、その使い方が変わる場合や画面異常などで故障した場合には、ディスプレイ装置そのも
のを購入したり、交換したりしなければならない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、上記の事情に鑑み、ユーザ１人１人の好みに合ったレイアウトを実現するこ
とのできる情報処理装置を提供することを目的とする。また、本発明は、上記の事情に鑑
み、ユーザ１人１人の好みに合った形態に容易に変更可能な表示装置を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成する本発明の情報処理装置は、
　平板上に置かれる台部とその台部から立設した柱部とを有する支持部材と、
　演算処理を行なう演算ユニットと、
　画像を表示する表示部と、
　支持部材に取り付けられて表示部を支持する第１のアダプタと、
　支持部材に取り付けられて演算ユニットを支持するとともに、表示部を、演算ユニット
を背後に隠す位置に支持する第２のアダプタとを備えたことを特徴とする。
【００１０】
　本発明の情報処理装置は、第１のアダプタを利用して支持部材に表示部のみ支持させ、
演算ユニットを別置きにレイアウトすることもでき、あるいは第２のアダプタを利用して
支持部材に表示部だけでなく、演算ユニットも支持させることもできる。演算ユニットを
支持部材に支持させるレイアウトの場合、演算ユニットを表示部の背後に隠れる位置に支
持され、この情報処理装置を利用するユーザにとっては演算ユニット視界から外れ、見た
目にすっきりとした構成となる。
【００１１】
　ここで、本発明の情報処理装置において、上記表示部として、サイズの異なる複数の表
示部のうちのいずれかを選択可能であり、上記第１のアダプタが、上記複数の表示部のい
ずれにも共通に使用されるものであることが好ましい。
【００１２】
　こうすると、サイズの異なる複数の表示部の中からユーザの好みに適合した表示部を選
択し、その表示部を第１のアダプタを使って支持部材に支持させることができる。
【００１３】
　また本発明の情報処理装置において、情報を記憶しておく記憶ユニットを備え、上記第
２のアダプタに支持された状態の演算ユニットおよび記憶ユニットが表示部の支持を担う
ものであって、上記第２のアダプタが、表示部の少なくとも一部の負荷を演算ユニットお
よび記憶ユニットに負わせ、表示部を、演算ユニットおよび記憶ユニットを介して支持す
るものであってもよい。
【００１４】
　表示部は、概ね、他の構成体と比べ大きなサイズを有するため、この表示部をアダプタ
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だけで安定的に支持するには大寸法のアダプタが必要となる可能性がある。これに対し、
上記のように、表示部の負荷を演算ユニットや記憶ユニットにも負わせることにより、表
示部を広い面積で支持することができ、表示部の支持の安定性を向上させることができる
。また、演算ユニットと記憶ユニットは別々なユニットとして構成されているため、それ
らの演算ユニットや記憶ユニットを表示部とは別置きとするレイアウトの場合に、それら
の演算ユニットや記憶ユニットを並べて置くこともでき、別々に置くこともできる。
【００１５】
　また、本発明の情報処理装置において、第１のアダプタおよび第２のアダプタが、支持
部材に磁力により吸着するものであることや、上記表示部が、第１のアダプタに磁力によ
り吸着するものであることが好ましい。
【００１６】
　また、演算ユニットおよび記憶ユニットが第２のアダプタに磁力により吸着し、表示部
が演算ユニットおよび記憶ユニットに磁力で吸着するものであることが好ましい。
【００１７】
　磁力により吸着させることにより、この情報処理装置のレイアウトの組み替えが容易と
なる。
【００１８】
　また、本発明の情報処理装置において、情報を記憶しておく記憶ユニットを備え、上記
第２のアダプタが、支持部材に取り付けられて演算ユニットおよび記憶ユニットを左右に
支持するとともに、演算ユニットおよび記憶ユニットを背後に隠す位置に表示部２台を左
右に並べて支持するものであることも好ましい形態である。
【００１９】
　こうすることにより、２画面を必要とするユーザによって利便性が一段と向上する。
【００２０】
　また、表示部２台を左右に並べて支持する構成において、上記第２のアダプタに支持さ
れた状態の演算ユニットおよび記憶ユニットが、表示部２台のうちの各１台の支持を担う
ものであって、その第２のアダプタが、表示部２台のうちの一方の表示部の少なくとも一
部の負荷を演算ユニットに負わせるとともに他方の表示部の少なくとも一部の負荷を記憶
ユニットに負わせ、表示部２台を、演算ユニットおよび記憶ユニットを介して支持するも
のであることが好ましい。
【００２１】
　２台の表示部を支持するにはかなり広い面積で支持する必要がある。それら２台の表示
部の支持を演算ユニットおよび記憶ユニットにも負わせることで、それら２台の表示部を
安定的に支持することができる。
【００２２】
　また、表示部２台を左右に並べて支持する構成においても、演算ユニットおよび記憶ユ
ニットが第２のアダプタに磁力により吸着し、表示部２台のうちの各一台が、演算ユニッ
トおよび記憶ユニットにそれぞれ磁力により吸着するものであることが好ましい。
【００２３】
　磁力により吸着させることで、この情報処理装置のレイアウトの組換えが容易となる。
【００２４】
　また、上記目的を達成する本発明の表示装置は、
　平板上に置かれる台部と該台部から立設した柱部とを有する支持部材と、
　前記支持部材に取り付けられて複数の表示部から選択された表示部を支持するアダプタ
と、
を備えたことを特徴とする。
【００２５】
　本発明の表示装置は、アダプタを利用して指示部材に複数の表示部の中からユーザによ
って選択された表示部のみを指示することができる。よって、ユーザは表示装置全体を変
更するのではなく、自身の好みまたは状況に応じて表示部のみを変更して利用することが
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可能となる。
【００２６】
　また本発明の表示装置において、アダプタとして第１のアダプタと第２のアダプタがあ
り、第１のアダプタは、支持部材に取り付けられて複数の表示部から選択された第１の表
示部を支持し、第２のアダプタは、第１のアダプタと排他的に支持部材に取り付けられて
複数の表示部から選択された第１の表示部と異なる第２の表示部を支持することが好まし
い。これにより、選択した表示部にそれぞれ合致したアダプタによってその表示部を支持
部材に指示することが可能となる。
【００２７】
　また本発明の表示装置において、アダプタとしてさらに第３のアダプタがあり、第３の
アダプタは、第１のアダプタ及び第２のアダプタと排他的に支持部材に取り付けられて複
数の表示部から選択された複数個の第１の表示部を支持可能とするもであることが好まし
い。これにより、ユーザは複数個の表示部を使った作業をすることができる。
【００２８】
　また本発明の表示装置において、第１の表示部は、第２の表示部とサイズが異なること
が好ましい。ユーザは自身の好みまたは状況に応じて、サイズの異なる表示部を選択して
利用することが可能となる。
【００２９】
　また本発明の表示装置において、第１のアダプタ乃至第３のアダプタが、支持部材に磁
力により吸着するものであること、第１の表示部および第２の表示部が、第１のアダプタ
および第２のアダプタに磁力により吸着するものであること、が好ましい。磁力により吸
着させることにより、この表示装置のレイアウトの組み替えが容易となる。
【発明の効果】
【００３０】
　以上の本発明によればユーザ１人１人の好みや必要性に適合したレイアウトを実現する
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、本発明の一実施形態を含むパーソナルコンピュータ（以下、「ＰＣ」と略記する
）について説明する。
【００３２】
　以下に説明するＰＣは、図１～図１１を参照しながら説明する、キーボードを中心とし
た情報入力装置と、図１２以降の各図を参照して説明する。コンポーネント化された情報
処理装置とで構成されており、以下では、先ず、図１～図１１を参照して情報入力装置に
ついて説明し、その後、図１２以降の各図を参照しながら情報処理装置について説明する
。
【００３３】
　図１は、情報入力装置の全体構成図である。
【００３４】
　この図１に示す情報処理装置１００は、図１２以降を参照して説明する情報処理装置か
らは分離された筐体を有し、その情報処理装置に情報を送信するものであり、キーボード
１０と、フレーム２０と、テンキーユニット３０と、リモートコントロールユニット４０
と、手書き入力ボード５０と、パームレスト６０とから構成されている。
【００３５】
　キーボード１０は、図１０、図１１から分るように、上面に多数のキー１１などが配列
された本体部１０１と、その本体部１０１を支持する支持部１０２とで構成されている。
【００３６】
　本体部１０１は、図１に示すように、その上面に、多数のキー１１のほか、電源投入用
押ボタン１２、認証用指紋センサ１３等も配置されており、支持部１０２には手書き入力
ボード５０を収容するためのボード収容部１４が形成されている。
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【００３７】
　また、フレーム２０は、キーボード１０の右側のフレーム２０１と左側のフレーム２０
２との一対のフレームからなり、各フレーム２０１，２０２の先端には、キーボード１０
の側面形状と一致した形状の化粧板２１１，２１２が固定されている。これらのフレーム
２０１，２０２は、化粧板２１１，２１２を除き、キーボード１０に収容自在であり、キ
ーボード１０から引き出されて利用される構造となっている。このフレーム２０１，２０
２をキーボード１０に収容すると、化粧板２１１，２１２がキーボード１０の側面に宛が
われ、キーボード１０自体の側面として機能する。
【００３８】
　テンキーユニット３０やリモートコントロールユニット４０は、キーボード１０を中心
とした情報入力装置１００の機能拡張用の機能ユニットの例であり、キーボード１０から
引き出されたフレーム２０１，２０２に取外し自在に搭載される構造を有している。これ
らのフレーム２０１，２０２に搭載されたテンキーユニット３０やリモートコントロール
ユニット４０は、フレーム２０１，２０２を介してキーボード１０に支持される。
【００３９】
　この図１では、テンキーユニット３０は右側のフレーム２０１に搭載され、リモートコ
ントロールユニット４０は左側のフレーム２０２に搭載されているが、これとは逆に、リ
モートコントロールユニット４０を右側のフレーム２０１に搭載してテンキーユニット３
０を左側のフレーム２０２に搭載してもよく、あるいはテンキーユニット３０とリモート
コントロールユニット４０との双方を右側のフレーム２０１又は左側のフレーム２０２に
搭載してもよい。
【００４０】
　この情報入力装置１００を構成するキーボード１０はワイヤレスキーボードであり、キ
ー操作情報は無線で後述する演算ユニットに送信される。また、機能ユニットとしてのテ
ンキーユニット３０やリモートコントロールユニット４０もそれぞれが無線送信機能を有
し、テンキーユニット３０の操作情報やリモートコントロールユニット４０の操作情報も
、キーボード１０の操作情報とは独立に、後述する演算ユニットに送信される。
【００４１】
　また、キーボード１０には、その背面側に、電源の供給を受けるための、図示しないＡ
Ｃアダプタ接続端子とＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）用のコネク
タ端子とを備えており、交流電源からＡＣアダプタを介して電力の供給を受けることもで
き、ＵＳＢケーブルを介して後述する情報処理装置など他の機器から電力の供給を受ける
こともできる。キーボード１０内には二次電池が内蔵されており、供給を受けた電力はそ
の二次電池に蓄えられ、キー操作を受けたときの操作の検出やキー操作情報の送信等にそ
の電力が使われる。また、本実施形態では、テンキーユニット３０およびリモートコント
ロールユニット４０にもそれぞれ二次電池が内蔵されており、さらにキーボード１０の両
側面、テンキーユニット３０の両側面、およびリモートコントロールユニット４０の両側
面には、電磁誘導により電力を供給しあるいは電力の供給を受ける構造が備えられており
、キーボード１０、テンキーユニット３０、およびリモートコントロールユニット４０を
側面どうしが接するように配置すると電力の受け渡しが行なわれて、テンキーユニット３
０およびリモートコントロールユニット４０のそれぞれに内蔵された二次電池が充電され
、操作を受けたときの操作の検出や操作情報の送信等にその電力が使われる。
【００４２】
　また、手書き入力ボード５０は、デジタイザとして機能する手書き入力部５１を有し、
その手書き入力部５１に付属のペン５９を当てて絵や文字を描くことにより、その描いた
絵や文字がそのまま、後述の情報処理装置側に無線で送信される。また、この手書き入力
ボード５０には、ヒンジ部５２１，５２２を介して手書き入力部５１に対し折畳み自在な
折畳み部５３を有する。この手書き入力ボード５０は、キーボード１０のボード収容部１
４に収容される構造となっており、収容時には折畳み部５３が折畳まれてボード収容部１
４に収容される。また、この折畳み部５３は、手書き入力部５１を立設させる台としても
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機能する。詳細は後述する。
【００４３】
　この手書き入力ボード５０は、二次電池を内蔵しており、かつ奥側の側面に電力供給を
受けるために電気接点（図示せず）が設けられていて、この手書き入力ボード５０がキー
ボード１０のボード収容部１４に収容されると、この手書き入力ボードの電気接点がキー
ボード１０の、ボード収容部１４の奥の部分に備えられた電力供給用の電気接点（図示せ
ず）と接し、手書き入力ボード５０がキーボード１０側から電力を受け取り、手書き入力
ボード５０に内蔵された二次電池が充電される。この二次電池に充電された電力は、手書
き入力ボード５０の手書き入力部５１上のペン５９による接触位置の検出や、その接触位
置の時間変化からなる絵や文字を後述する情報処理装置に向けて送信するために利用され
る。
【００４４】
　尚、ここでは、手書き入力ボード５０について説明したが、手書き入力ボード５０に代
わり、情報処理装置から無線で画像信号を受信して画像を表示する画像表示パネルを備え
てもよく、画像表示とデジタイザ（手書き入力）との双方の機能を持つパネル又はボード
状のものを備えてもよい。
【００４５】
　また、パームレスト６０は、キーボード１０の手前側に着脱自在に装着されてキーボー
ド１０を操作するユーザの手のひらの付け根が置かれユーザによるキーボード１０の操作
を助ける役割りを有するものであるが、この図１に示すパームレスト６０にはさらに、キ
ーボード１０のボード収容部１４の、パームレスト６０側に形成されたボード収容用の開
口と連絡し、そのボード収容部１４を延長してそのボード収容部１４と一体的に手書き入
力ボード５０を収容するボード収容延長部６１が形成されている。パームレスト６０が装
着されたキーボード１０に手書き入力ボード５０を収容するときは、折畳み部５３を開い
た状態で収容される。すると、その折畳み部５３の手前側の端部５３ａがパームレスト６
０のボード収容延長部６１の手前側の開口から覗いた状態となり、パームレスト６０をキ
ーボード１０に装着したまま、その端部５３ａを指掛りにして、手書き入力ボード５０を
引き出すことができ、また、引き出しとは逆方向に押して収容することができる。
【００４６】
　図２は、テンキーユニットを示す斜視図である。
【００４７】
　このテンキーユニット３０には、その上面にテンキー３１やその他のいくつかのファン
クションキー３２と表示画面３３とが備えられている。このテンキーユニット３０は無線
送信機能を内蔵しており、キー操作を行なうと、そのキー操作情報は無線で後述する情報
処理装置に送信されるとともに、表示画面３３上にも表示される。あるいは、ファンクシ
ョンキー３２の操作により、一旦表示画面３３上に表示させ、その操作内容を確認してか
ら送信することもできる。
【００４８】
　このテンキーユニット３０には、キーボード１０から引き出されるフレーム２０に載せ
るための溝３４１，３４２が形成されている。
【００４９】
　さらに、このテンキーユニット３０には、二次電池や、その二次電池を電磁誘導により
充電するための設備が内蔵されている。
【００５０】
　図３は、リモートコントロールユニットを示す斜視図である。
【００５１】
　このリモートコントロールユニット４０には、その上部に複数の種類の操作子４１が備
えられている。このリモートコントロールユニット４０も、図２を参照して説明したテン
キーユニット３０と同様に無線通信機能を内蔵しており、操作を行なうとその操作情報は
無線で後述する情報処理装置に向けて送信される。
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【００５２】
　このリモートコントロールユニット４０にも、キーボード１０から引き出されるフレー
ム２０に載せるための溝４２１，４２２が形成されている。
【００５３】
　さらにこのリモートコントロールユニット４０には、二次電池や、その二次電池を電磁
誘導により充電するための設備が内蔵されている。
【００５４】
　尚、本実施形態では、テンキーユニット３０とリモートコントロールユニット４０との
２種類の機能ユニットを例示したが、それらのテンキーユニット３０やリモートコントロ
ールユニット４０に代えて、あるいは、それらのテンキーユニット３０やリモートコント
ロールユニット４０を備えるとともにさらに、その他の機能ユニットを備えてもよい。
【００５５】
　図４は、手書き入力ボードの斜視図である。
【００５６】
　ここでは、折畳み部５３が折畳み方向とは逆方向に折られており、この方向に折られる
と、折畳み部５３は、この図４に示す状態以上には折畳まれず、この状態の折畳み部５３
は、手書き入力部５１を立設する台として作用する。
【００５７】
　この折畳み部５３には、板状の二次電池が内蔵されており、この手書き入力ボード５０
がキーボード１０のボード収容部１３（図１参照）に収容された状態で図示しない電気接
点を介してキーボード１０側から電力供給を受け、この折畳み部５３に内蔵されている二
次電池が充電される。またこの手書き入力ボード５０は無線送信機能を有しており、手書
き入力部５１にペン５９を当てて絵や文字を描くと、そのペン５９が動いた軌跡を表わす
情報が、後述する情報処理装置に向けて無線で送信される。
【００５８】
　図５は、キーボードの斜視図である。
【００５９】
　ここでは、図２に示すテンキーユニット３０や図３に示すリモートコントロールユニッ
ト４０は取り外され、フレーム２０１，２０２（図１参照）はキーボード１０に収容され
、化粧板２１１，２１２がキーボード１０の各側面を覆った状態となっている。
【００６０】
　また、ここでは、図４に示す手書き入力ボード５０も取り外されており、手書き入力ボ
ード５０を収容するためのボード収容部１４の開口が開いた状態にある。
【００６１】
　この状態でも、このキーボード１０は、キーボード単機能として使用することができ、
キー操作が行なわれるとそのキー操作情報は後述する情報処理装置に向けて無線で送信さ
れる。
【００６２】
　図６は、手書き入力ボードが収容された状態のキーボードを示す斜視図である。
【００６３】
　手書き入力ボード５０は、折畳み部５３（図１参照）を折り畳んだ状態で、キーボード
１０のボード収容部１４（図３参照）に収容される。
【００６４】
　キーボード１０は、この状態でもキーボード単機能として使用することができ、またこ
の状態で、収容されている手書き入力ボード５０内の二次電池を充電する。
【００６５】
　図７は、手書き入力ボードをその折畳み部を開いた状態のまま収容したキーボードと、
パームレストとを示した斜視図である。
【００６６】
　キーボード１０のボード収容部１４に、手書き入力ボード５０を折畳み部５３を開いた



(10) JP 2008-52421 A 2008.3.6

10

20

30

40

50

まま収容させると、その折畳み部５３がボード収容部１４から食み出した状態となる。こ
の図７に示す、折畳み部５３を開いたままボード収容部１４に収容させる態様は、キーボ
ード１０にパームレスト６０を装着した状態における手書き入力ボード５０の収容の態様
であり、折畳み部５３は、パームレスト６０のボード収容延長部６１に収容される。
【００６７】
　図８は、パームレスト付きのキーボードであって手書き入力ボードを収容した状態の斜
視図である。
【００６８】
　キーボード１０にパームレスト６０を装着した状態では、手書き入力ボード５０は図７
に示すように、キーボード１０のボード収容部１４とパームレスト６０のボード収容延長
部６１に跨って収容される。手書き入力ボード５０が折畳み部５３を開いた状態でボード
収容部１４およびボード収容延長部６１に跨って収容されると、図８に示すように、その
手書き入力ボード５０の折畳み部５３の手前側端部５３ａがパームレスト６０のボード収
容延長部６１の手前側開口から覗いた状態となる。このため、パームレスト６０をキーボ
ード１０に装着したまま、この端部５３ａを指でつまんで手書き入力ボード５０を引き出
すことができ、またその手書き入力ボード５０を押し込むことができる。
【００６９】
　図９は、本実施形態としてはフル装備の状態の情報入力装置を示す斜視図である。
【００７０】
　キーボード１０の右側のフレームにテンキーユニット３０が載置されてその右側が化粧
板２１１で押えられ、またこれと同様にキーボード１０の左側のフレームにリモートコン
トロールユニット４０が載置されてその左側が化粧板２１２で押えられている。テンキー
ユニット３０やリモートコントロールユニット４０は、その奥行き方向の寸法がキーボー
ド１０の奥行き方向の寸法と同一寸法に形成されるとともに一体感のあるデザインが施さ
れており、全体として機能が拡張された一体的なキーボードとしての外観および機能を備
えている。
【００７１】
　テンキーユニット３０やリモートコントロールユニット４０は、この状態でキーボード
１０から電磁誘導により電力の供給を受け、それぞれに内蔵された二次電池を充電する構
造を有している。
【００７２】
　また、キーボード１０の手前にはパームレスト６０が装着されており、キーボード１０
およびパームレスト６０には、手書き入力ボード５０が収容され、パームレスト６０のボ
ード収容延長部６１の手前側開口から、その手書き入力ボード５０の折畳み部５３の端部
５３ａが覗いている。
【００７３】
　図１０、図１１はキーボードの側面を示した斜視図である。
【００７４】
　前述したように、キーボード１０は、本体部１０１と支持部１０２とで構成されている
。支持部１０２には本体部１０１が載置され、支持部１０２は、その載置された状態にあ
る本体部１０１を奥行き方向にスライド自在に支持する。本体部１０１が支持部１０２に
対し奥行き方向にスライドされると、支持部１０２は、その本体部１０１を、その本体部
１０１の奥側が持ち上がるように傾動させる。
【００７５】
　図１０は、本体部１０１を奥側にスライドさせる前の状態を示しており、図１１は、本
体部１０１を、図１０に示す状態から奥側にスライドさせた後の状態を示している。
【００７６】
　本体部１０１は、奥側にスライドさせると奥側が持ち上がる方向に傾動し、その状態の
まま支持部１０２に支持される。この傾動の角度は大きくスライドさせるほど大きくなり
、したがってユーザは、スライドの程度を調整して、キーボード１０をそのユーザの好み
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の角度に傾けて使用することができる。
【００７７】
　また、本体部１０１と支持部１０２は実質的に同一の奥行き方向の寸法および幅方向の
寸法を有しているため、本体部１０１のスライドの程度によらずどの状態においても本体
部１０１を支持部１０２で広い面積で支持することができ、本体部１０１を操作しても操
作の途中で不用意にガタついたり、あるいはその傾動の角度が不用意に変化してしまうこ
とが防止される。
【００７８】
　以上で情報入力装置についての説明を終了し、次に情報処理装置の各種の例について説
明する。
【００７９】
　この情報処理装置は、コンポーネント化されており、基本的には、支持スタンド（支持
部材）と、演算ユニットと、記憶ユニットと、表示パネル（表示部）と、第１のアダプタ
と、第２のアダプタとで構成され、様々な変形システムが存在する。なお、この情報処理
装置は支持スタンド、表示パネル、アダプタ（第１のアダプタ、第２のアダプタ等）の組
み合わせでは表示装置もある。
【００８０】
　図１２は、その情報処理装置の第１例のうちの、支持スタンドと、第１のアダプタと、
表示パネルとを組み立てた状態（これを、以下、「表示コンポ」と称する）を斜め前から
見て示す斜視図、図１３は、図１２に示す表示コンポを斜め前から見たときの分解斜視図
、図１４は、図１２に示す表示コンポを斜め後から見て示す斜視図、および図１５は、図
１２、図１４に示す表示コンポを斜め後から見て示す分解斜視図である。
【００８１】
　この図１２～図１４に示す表示コンポ２００は、支持スタンド１１０と、第１のアダプ
タ１２０と、表示パネル１３０とから構成されている。
【００８２】
　支持スタンド１１０は、平板上に置かれる台部１１１と、その台部１１１から立設した
柱部１１２とを有し、この柱部１１２にはさらに、アダプタを連結するための矩形の連結
部１１３が備えられている。また、この支持スタンド１１０の柱部１１２には、その側面
に電力供給を受けるためのＡＣアダプタ接続口１１４と、図１～図１１に示す情報入力装
置１００のキーボード１０に電力を供給するためのＵＳＢコネクタが差し込まれるコネク
タ端子１１５が備えられている。
【００８３】
　アダプタには、支持スタンド１１０に表示パネルのみを支持させるための第１のアダプ
タと、支持スタンド１１０に、表示パネルのほか、さらに後述する演算ユニットと記憶ユ
ニットを支持させるための第２のアダプタとが存在し、ここでは支持スタンド１１０に表
示パネルのみを支持させるための第１のアダプタ１２０が用いられている。
【００８４】
　この第１のアダプタ１２０は、図１３に示すように、表示パネル１３０側の面に縦に延
びる突起１２１を有する。この突起１２１には図示しない電気接点が設けられており、支
持スタンド１１０側から供給されてきた電力を表示パネルに受け渡す構造となっている。
【００８５】
　また、この第１のアダプタ１２０の支持スタンド１１０側の面は、図１５に示すように
、突起した枠１２２で囲われた矩形の窪み部１２３が存在し、その窪み部１２３に支持ス
タンド１１０の矩形の連結部１１３が嵌り込むようになっている。支持スタンド１１０の
連結部１１３および第１のアダプタ１２０の窪み部１２３には互いに接続される電気接点
（図示せず）が備えられており、窪み部１２３に連結部１１３が嵌り込むように第１のア
ダプタ１２０を支持スタンド１１０に取り付けると、ＡＣアダプタを介してＡＣアダプタ
接続口１１４に供給された電力がそれらの電気接点を経由して支持スタンド１１０から第
１のアダプタ１２０に供給され、さらにその電力は第１のアダプタ１２０の突起１２１の
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電気接点を経由して表示パネル１３０に供給される。
【００８６】
　ここで、第１のアダプタ１２０は、支持スタンド１１０の連結部１１３に磁力で吸着さ
れるように、第１のアダプタ１２０と連結部１１３の一方に磁石が埋め込まれ、他方に磁
性体（あるいは引き合う極性の向きに配置された磁石）が埋め込まれている。
【００８７】
　表示パネル１３０は、図１２、図１３に示すように、その表面に表示画面１３１を有し
、また、図１５に示すように、背面中央には、第１のアダプタ１２０の、縦に延びる突起
１２１が入り込む、縦に延びる溝１３２が形成されている。この溝１３２内には、第１の
アダプタ１２０の突起１２１に設けられている電気接点と結合する電気接点が設けられて
おり、第１のアダプタ１２０の突起１２１が表示パネル１３０の溝１３２に入り込むよう
にして表示パネル１３０を第１のアダプタ１２０に取り付けると、第１のアダプタ１２０
の突起１２１に設けられた電気接点と表示パネル１３０の溝１３２内に設けられた電気接
点とを経由して表示パネル１３０に電力が供給される。
【００８８】
　ここで、この表示パネル１３０は、磁力により第１のアダプタ１２０に吸着されて固定
されるように、第１のアダプタ１２０と、表示パネル１３０の背面側に、一方に磁石、他
方に磁性体（又は引き合う極性の向きに配置された磁石）が埋め込まれている。
【００８９】
　この表示パネル１３０には、後述する演算ユニットから無線で送信されてきた画像信号
を受信する無線受信設備が内蔵されており、この表示パネル１３０は、支持スタンド１１
０から第１のアダプタ１２０を経由して電力の供給を受けるとともに無線で画像信号を受
信し、表示画面１３１上に、その受信した画像信号に基づく画像を表示する。
【００９０】
　図１６は、演算ユニットおよび記憶ユニットの設置例を示す斜視図、図１７は、図１６
に示す設置例の分解斜視図、図１８は、図１６に示す設置例を支持スタンド側から見て示
す斜視図、および、図１９は、図１６、図１８に示す設置例を支持スタンド側から見たと
きの分解斜視図である。
【００９１】
　ここでは、矩形ボックス型の演算ユニット１４０と、その演算ユニット１４０と同寸法
の記憶ユニット１５０と、それら演算ユニット１４０および記憶ユニット１５０を立設さ
せるための支持スタンド１６０とで構成されている。
【００９２】
　支持スタンド１６０には、図１９に示すように、ＡＣアダプタ接続用のＡＣアダプタ接
続部１６１が設けられており、そのＡＣアダプタ接続部１６１でＡＣアダプタから供給さ
れてきた電力を受けられる機能となっている。また、この支持スタンド１６０には、図１
７に示すように、２本の縦に延びる突起１６２，１６３が設けられており、これらの突起
１６２，１６３には、演算ユニット１４０や記憶ユニット１５０への電力供給用の電気接
点（図示せず）が設けられており、ＡＣアダプタ接続口１６１から供給を受けた電力は、
それらの突起１６２，１６３に設けられた電気接点を介して、演算ユニット１４０や記憶
ユニット１５０に供給される。
【００９３】
　演算ユニット１４０には、その一側面に電源投入用の電源ボタン１４１が設けられてお
り、その電源ボタン１４１が設けられた側面とは反対側の側面には、支持スタンド１６０
に設けられた、縦に延びる突起１６２が入り込む、縦に延びる溝１４２が設けられている
。この溝１４２内には、支持スタンド１６０の突起１６２に設けられた電気接点と接する
電気接点（図示せず）が設けられており、支持スタンド１６０側から電力の供給を受ける
ことができる。この演算ユニット１４０は、磁力により支持スタンド１６０に吸着される
ように、支持スタンド１６０と演算ユニット１４０の支持スタンド１６０側の側面には、
一方に磁石、他方に磁性体（又は引き合う向きに配置した磁石）が埋め込まれている。



(13) JP 2008-52421 A 2008.3.6

10

20

30

40

50

【００９４】
　この演算ユニット１４０は、その内部にＣＰＵや主メモリ等の演算のための要素が組み
込まれており、また、無線通信設備を有し、前述した情報入力装置１００（図９参照）と
の間や表示パネル１３０（図１２参照）との間、さらに次に説明する記憶ユニット１５０
との間で無線による情報の送受信が行なわれる。また、この演算ユニット１４０には、Ｌ
ＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）に無線で接続するための無線ＬＡＮの設
備も内蔵されている。
【００９５】
　また、記憶ユニット１５０には、その内部にハードディスク装置や、ＣＤやＤＶＤ等が
取出し自在に装填されてアクセスされるＣＤ／ＤＶＤドライブ等が内蔵されている。また
、演算ユニット１４０との間で無線で情報の送受信を行なうための無線通信設備も備えら
れている。
【００９６】
　この記憶ユニット１５０の一側面には、電源投入用の電源ボタン１５１と、ＣＤやＤＶ
Ｄを取出し自在に装填するためのＣＤ／ＤＶＤ装填口１５２が設けられている。このＣＤ
／ＤＶＤ装填口１５２のボタン１５２ａを押すと、ＣＤやＤＶＤを載せるための板状の部
材が突出し、その部材の上にＣＤ又はＤＶＤを乗せてその部材を押し込むことによりこの
記憶ユニット１５０内にＣＤ又はＤＶＤが装填される。装填されているＣＤ又はＤＶＤを
取り出すときも同様である。
【００９７】
　この記憶ユニット１５０の電源ボタン１５１等が設けられた側面とは反対側の側面には
、演算ユニット１４０と同様に、支持スタンド１６０に設けられた、縦に延びる突起１６
３が入り込む、縦に延びる溝１５３が設けられている。この溝１５３内には、支持スタン
ド６０の突起１６２に設けられている電気接点と接する電気接点（図示せず）が設けられ
ており、支持スタンド１６０側から電力供給を受けることができる。
【００９８】
　また、これも演算ユニット１４０と同様に、この記憶ユニット１５０が、磁力により支
持スタンド１６０に吸着されるように、支持スタンド１６０と記憶ユニット１５０の支持
スタンド側の側面には、一方に磁石、他方に磁性体（又は引き合う向きに極を配置した磁
石）が埋め込まれている。
【００９９】
　尚、ここでは、支持スタンド１６０の一方の突起１６２に演算ユニット１４０が結合し
、もう一方の突起１６３に記憶ユニット１５０が結合する旨説明したが、２つの突起１６
２，１６３の構造は同一であり、また、演算ユニット１４０の溝１４２と記憶ユニット１
５０の溝１５３の構造も同一であり、磁力による吸着に関しても相互に互換性を持つよう
に同一構造に構成されているため、突起１６２に記憶ユニット１５０を結合させ、突起１
６３に演算ユニット１４０を結合させることもできる。
【０１００】
　図２０は、演算ユニットの設置例を示す斜視図、図２１は、図２０に示す設置例の分解
斜視図、図２２は、図２０に示す設置例を支持スタンド側から見て示す斜視図、および、
図２３は、図２０、図２２に示す設置例を支持スタンド側から見たときの分解斜視図であ
る。
【０１０１】
　図２０～図２３に示す演算ユニット１４０は、図１６～図１９を参照して説明した演算
ユニット１４０と同一のものであり、ここでは演算ユニット１４０の説明は省略し、支持
スタンド１７０についてのみ説明する。
【０１０２】
　図２０～図２３に示す支持スタンド１７０は、図１６～図１９を参照して説明した支持
スタンド１６０が演算ユニット１４０と記憶ユニット１５０との２つのユニットを立設さ
せて電力を供給する支持スタンドであったのに対し、演算ユニット１４０のみを立設させ
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て電力を供給する構造となっている。
【０１０３】
　すなわち、ここに示す支持スタンド１７０は、図２２、図２３に示すようにＡＣアダプ
タ接続口１７１を有し、また、図２１に示すように、縦に延びる一本の突起１７２が備え
られている。この一本の突起１７２は、図１７に示す、支持スタンド１６０に備えられた
２本の突起１６２，１６３のうちのいずれの一本とも同一の構造を有しており、演算ユニ
ット１４０に電力を供給するための電気接点（図示せず）を備えている。支持スタンド１
７０と演算ユニット１４０との磁力による吸着についても、図１６～図１９を参照して説
明した支持スタンド１６０と演算ユニット１４０との磁力による吸着構造と同一の構造を
有している。
【０１０４】
　ここで説明している情報処理装置をシンクライアントとして使用するときは記憶ユニッ
ト１５０は不要であるため、支持スタンド１７０に演算ユニット１４０のみを立設させて
使用することができる。
【０１０５】
　また、支持スタンド１７０は、演算ユニット１４０を立設させるための支持スタンドで
あるとして説明したが、演算ユニット１４０と記憶ユニット１５０は支持スタンドへの支
持のさせ方としては互換性を有するため、支持スタンド１７０は記憶ユニット１５０の支
持スタンドとしても使用することができる。そこで、この支持スタンド１７０を２台用意
し、１台を演算ユニット１４０の立設用、もう１台を記憶ユニット１５０の立設用として
使用して、演算ユニット１４０と記憶ユニット１５０を別々の場所に設置することも可能
である。
【０１０６】
　図２４は、表示コンポの第２例を斜め前から見て示す斜視図、図２５は、図２４に示す
第２例としての表示コンポを斜め前から見たときの分解斜視図、図２６は、図２４に示す
表示コンポを斜め後から見て示す斜視図、および図２７は、図２４、図２６に示す表示コ
ンポを斜め後から見て示す分解斜視図である。
【０１０７】
　ここに示す表示コンポ３００は、支持スタンド１１０と、第１のアダプタ１２０と、表
示パネル３１０とから構成されている。支持スタンド１１０および第１のアダプタ１２０
は、図１２～図１４を参照して説明した表示コンポ２００に使われている支持スタンド１
１０および第１のアダプタ１２０とそれぞれ同一であるため、説明は省略し、ここでは表
示パネル３００についてのみ説明する。
【０１０８】
　この表示パネル３００は、図１２～図１６に示す表示コンポ２００に用いられている表
示パネル１３０よりも大サイズの表示パネルである点を除き、図１２～図１６に示す表示
コンポ２００とほぼ同一の構造を有している。
【０１０９】
　この表示パネル３００は、その表面に表示画面３１１を有し、背面中央には、第１のア
ダプタ１２０の、縦に延びる突起１２１が入り込む、図１２～図１６に示す表示コンポ２
００に用いられている表示パネル１３０の溝１３２と同一形状の溝３１２が設けられてい
る。この溝３１２には電力供給を受ける電気接点（図示せず）が設けられており、第１の
アダプタ１２０の突起１２１が表示パネル３１０の溝３１２に入り込むようにして表示パ
ネル３１０を第１のアダプタ１２０に取り付けると、第１のアダプタ１２０の突起に設け
られた電気接点と表示パネル３１０の溝３１２内に設けられた電気接点とが接触し、それ
らの電気接点を経由して表示パネル３１０に電力が供給される。
【０１１０】
　また、表示パネル３１０を第１のアダプタ１２０に取り付けるにあたり表示パネル３１
０が第１のアダプタ１２０に磁力により吸着されるように磁石または磁性体が埋め込まれ
ている点も、図１２～図１６に示す表示コンポ２００に用いられている表示パネル１３０
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と同様である。
【０１１１】
　このように、本実施形態では、サイズが異なる２種類の表示パネル１３０，３１０が用
意されており、それら２種類の表示パネル１３０，３１０のうちのいずれの一方の表示パ
ネルも、第１のアダプタ１２０を介して支持スタンド１１０に支持させることができる。
【０１１２】
　図２８は、情報処理装置の配置例の第２例を示す斜視図である。
【０１１３】
　ここでは、表示パネルのほか、前述した演算ユニットおよび記憶ユニットも支持スタン
ドに支持されており、ここでは、この構成を「表示・演算コンポ」と称する。
【０１１４】
　図２９は、図２８に示す表示・演算コンポを斜め前から見て示す分解斜視図、図３０は
、図２８に示す表示・演算コンポを斜め後から見て示す斜視図、および、図３１は、図２
８、図３０に示す表示・演算コンポを斜め後から見て示す分解斜視図である。
【０１１５】
　この図２８～図３１に示す表示・演算コンポ４００は、支持スタンド１１０と、第２の
アダプタ４１０と、演算ユニット１４０と、記憶ユニット１５０と、表示パネル１３０と
から構成されている。
【０１１６】
　支持スタンド１１０および表示パネル１３０は、図１２～図１５を参照して説明した表
示コンポ２００に使用されている支持スタンド１１０および表示パネル１３０とそれぞれ
同一のものであり、以下では第２のアダプタ４１０と、演算ユニット１４０および記憶ユ
ニット１５０の、第２のアダプタ４１０への支持のさせ方を中心に説明する。
【０１１７】
　図３２、図３３は、第２のアダプタと、演算ユニットと、記憶ユニットを分解して、そ
れぞれ支持スタンド側から、および表示パネル側から見て示した各分解斜視図である。
【０１１８】
　ここでは、支持スタンド１１０（図２９参照）に、表示パネル１３０だけでなく、演算
ユニット１４０および記憶ユニット１５０も支持させるためのアダプタを、第２のアダプ
タと称している。
【０１１９】
　図３２、図３３に示す第２のアダプタ４１０は、支持スタンド側については、図１２～
図１６を参照して説明した表示コンポ２００で用いられている第１のアダプタ１２０と同
一形状となっている。すなわち、支持スタンド側の面には、図３２に示すように、突起し
た枠４１１で囲われた矩形の窪み部４１２が形成されており、その窪み部４１２に支持ス
タンド１１０の矩形の連結部１１３が嵌り込む形状となっている。前述したように支持ス
タンド１１０の連結部１１３には電気接点が備えられており、この第２のアダプタ４１０
の窪み部４１２にも第１のアダプタ１２０の窪み部１２３と同じパターンの電気接点が備
えられており、窪み部４１２に、支持スタンド１１０の連結部１１３が嵌り込むように第
２のアダプタ４１０を支持スタンド１１０に取り付けると、支持スタンド１１０の、ＡＣ
アダプタ供給口１１４に供給された電力がそれらの電気接点を経由して支持スタンド１１
０から第２のアダプタ４１０に供給され、さらにその電力は後述するようにして、表示パ
ネル１３０、演算ユニット１４０、および記憶ユニット１５０に供給される。
【０１２０】
　一方、第２のアダプタ４１０の、表示パネル１３０側の面には、図３３に示すように、
支持ポール４１３が立設しており、その支持ポール４１３の左右両側には、縦に延びる突
起４１４，４１５が形成されており、また、表示パネル１３０側の前面にも縦に延びる突
起４１６が形成されている。
【０１２１】
　これら３本の突起４１４，４１５，４１６はそれぞれ、演算ユニット１４０の溝１４２
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（図１９参照）、記憶ユニット１５０の溝１５３、および表示パネル１３０の背面の溝１
３２（図３１参照）に嵌入する突起である。これら３本の突起４１４，４１５，４１６に
はそれぞれ電気接点（図示せず）が設けられており、支持スタンド１１０からこの第２の
アダプタ４１０に供給されてきた電力は、それらの突起４１４，４１５，４１６に設けら
れた電気接点を経由して、それぞれ演算ユニット１４０、記憶ユニット１５０、および表
示ユニット１３０に供給される。
【０１２２】
　この第２のアダプタ４１０は、支持スタンド１１０に前述の第１のアダプタ１２０（図
１３、図１５参照）を嵌め合わせたときと同様、第２のアダプタ４１０が支持スタンド１
１０に磁力で吸着されるように、第１のアダプタ１２０と同様の吸着構造を有している。
【０１２３】
　また、演算ユニット１４０および記憶ユニット１５０は、第２のアダプタ４１０に磁力
で吸着され、表示パネル１３０は演算ユニット１４０および記憶ユニット１５０に磁力で
吸着される。
【０１２４】
　図３４は、表示・演算コンポの第２例を斜め前から見て示す斜視図、図３５は、図３４
に示す表示・演算コンポを斜め前から見て示す分解斜視図、図３６は、図３４に示す表示
・演算コンポを斜め後から見て示す斜視図、図３７は、図３４、図３６に示す表示・演算
コンポを斜め後から見て示す分解斜視図である。
【０１２５】
　この図３４～図３７に示す表示・演算コンポ５００は、支持スタンド１１０と、第２の
アダプタ５１０と、演算ユニット１４０と、記憶ユニット１５０と、表示パネル３１０と
から構成されている。これらのうち、支持スタンド１１０、演算ユニット１４０、および
記憶ユニット１５０については、図２８～図３３を参照して説明した第１の表示・演算コ
ンポ４００と同一のものであり、説明は省略する。また、表示パネル３１０は、図２４～
図２７を参照して説明した表示コンポ３００に使われている大サイズの表示パネルと同一
のものであり、これも説明は省略する。
【０１２６】
　そこで、以下では、第２のアダプタ５１０と、その第２のアダプタ５１０への、演算ユ
ニット１４０および記憶ユニット１５０の支持のさせ方を中心に説明する。
【０１２７】
　前述したとおり、支持スタンドに、表示パネルだけでなく、演算ユニットおよび記憶ユ
ニットも支持させるためのアダプタを、ここでは第２のアダプタと称しており、したがっ
て、図３４～図３７に示す表示・演算コンポ５００で使用されているアダプタも第２のア
ダプタの一例である。
【０１２８】
　図３８は、図３４～図３７に示す表示・演算コンポで用いられている第２のアダプタと
、その第２のアダプタに取り付けられた状態の演算ユニットおよび記憶ユニットを示す斜
視図、図３９は、図３８に示す第２のアダプタ、演算ユニットおよび記憶ユニットをそれ
ぞれ分けて示す分解斜視図である。
【０１２９】
　この第２のアダプタ５１０は、支持スタンド側に、支持スタンド１１０の矩形の連結部
１１３に嵌め合わされる形状の窪み部５１１が形成されており、この第２のアダプタ５１
０は、図２８～図３１に示す表示・演算コンポ４００で採用されている第２のアダプタ４
１０や、図１２～図１５に示す表示コンポ２００で採用されている第１のアダプタ１２０
と同様、支持スタンド１１０の連結部１１３に窪み部５１１を嵌め合わせることにより、
支持スタンド１１０に磁力で吸着される。またこの窪み部５１１には電気接点（図示せず
）が備えられており、支持スタンド１１０の連結部１１３を窪み部５１１に嵌め合わせる
ことにより支持スタンド１１０から電力を受け取ることができる。
【０１３０】
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　この第２のアダプタ５１０の左右の両側面には、演算ユニット１４０の溝１４２および
記憶ユニット１５０の溝１５３（例えば図３３を参照）に嵌入する、縦に延びる突起５１
２（一方は図示されていない）を有し、これら左右の突起５１２には、電気接点（図示せ
ず）が備えられており、これら左右の突起５１２に演算ユニット１４０や記憶ユニット１
５０の溝１４２，１５３が嵌め合わされると、この第２のアダプタ５１０が支持スタンド
１１０から受け取った電力が演算ユニット１４０や記憶ユニット１５０に供給される。こ
れら演算ユニット１４０や記憶ユニット１５０は、第２のアダプタ５１０の左右の突起５
１２に溝１５２，１５３を嵌め合わせた状態で、第２のアダプタ５１０に磁力で吸着され
る。
【０１３１】
　また、図３５に示すように、この第２のアダプタ５１０の表示パネル３１０側にも縦に
延びる突起５１４が形成されている。この突起５１４は、図２８～図３３を参照して説明
した表示・演算ユニット４００に使われている第２のアダプタ４１０の突起４１６（図３
３参照）や、図２４～図２７を参照して説明した表示ユニット３００に使われている第１
のアダプタ１２０の突起１２１と、同一形状かつ同一機能を有するものであり、この突起
５１４は、表示パネル３１０の背面の溝３１２（図３７参照）に入り込み、表示パネル３
１０を第２のアダプタ５１０に結合させるとともに、支持スタンド１１０から供給されて
きた電力を表示パネル３１０に供給する。表示パネル３１０は、第２のアダプタ５１０の
突起５１４が背面の溝３１２に嵌め込まれた状態で、第２のアダプタ５１０に磁力で吸着
され、さらにその第２のアダプタ５１０の左右に固定された演算ユニット１４０および記
憶ユニット１５０にも磁力で吸着される。
【０１３２】
　前述のとおり、表示パネル３１０は大サイズの表示パネルであるが、演算ユニット１４
０および記憶ユニット１５０が第２のアダプタ５１０の左右に広がった状態に固定されて
いることから、その表示パネル３１０の背面が広い面積で受け止められており、表示パネ
ル３１０の取付けの安定化が図られている。
【０１３３】
　図４０は、表示・演算コンポの第３例を斜め前から見て示す斜視図、図４１は、図４０
に示す表示・演算コンポを斜め前から見て示す分解斜視図、図４２は、図４０に示す表示
・演算コンポを斜め後から見て示す斜視図、図４３は、図４０、図４２に示す表示・演算
コンポを斜め後から見て示す分解斜視図である。
【０１３４】
　この図４０～図４３に示す表示・演算コンポ６００は、支持スタンド１１０と、第２の
アダプタ６１０と、演算ユニット１４０と、記憶ユニット１５０と、２台の表示パネル１
３０Ａ，１３０Ｂとから構成されている。これらのうち、支持スタンド１１０はこれまで
説明してきた表示コンポあるいは表示・演算コンポで採用されている支持スタンドと同一
のもの、演算ユニット１４０および記憶ユニット１５０もこれまで説明してきた演算ユニ
ットおよび記憶ユニットと同一のものである。また、２台の表示パネル１３０Ａ，１３０
Ｂは、それぞれが、図１２～図１５を参照して説明した表示コンポ２００や図２８～図３
３を参照して説明した表示・演算コンポ４００で使用されている表示パネル１３０と同一
の表示パネルである。第２のアダプタ６１０は、図３４～図３９を参照して説明した表示
・演算コンポ５００で使用されている第２のアダプタ５１０と比べ、その第２のアダプタ
５１０が、表示パネル側の面に突起５１４を備えている（図３５参照）のに対し、この図
４０～図４３に示す表示・演算コンポ６００に使われている第２のアダプタ６１０にはそ
れに相当する突起が形成されていない点のみ異なる。すなわち、この第２のアダプタ６１
０には、図３４～図３９を参照して説明した表示・演算コンポ５００で使われている第２
のアダプタ５１０の左右両側面に設けられている突起５１２（図３９参照）に相当する突
起（図示せず）が設けられており、また、その第１のアダプタ５１０の、支持スタンド側
の面に設けられた窪み部５１１（図３８、図３９参照）に相当する窪み部６１１も設けら
れている。
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【０１３５】
　演算ユニット１４０および記憶ユニット１５０は、第２のアダプタ６１０の左右に磁力
で吸着され、２台の表示パネル１３０Ａ，１３０Ｂは、各１台がそれぞれ演算ユニット１
４０および記憶ユニット１５０に磁力で吸着されることにより、支持スタンド１１０に支
持される。
【０１３６】
　この構成の場合、演算ユニット１４０および記憶ユニット１５０には、支持スタンド１
１０から第２のアダプタ６１０を経由して電力が供給されるが、表示パネル１３０Ａ，１
３０Ｂには、第２のアダプタ６１０を経由する経路では供給されない。したがって、図４
０～図４３に示す表示・演算コンポ６００を組合せのバリエーションに含める場合、例え
ば、表示パネル１３０Ａ，１３０Ｂに、ＡＣアダプタを接続するＡＣアダプタ接続端子を
備えておき（図示せず）、ＡＣ電源からＡＣアダプタを介して直接に電力を供給する構成
が採用される。
【０１３７】
　上記のとおり、本実施形態によれば、様々な組合せ、様々なレイアウトが可能となり、
各ユーザそれぞれにとって使い易いシステムを構築することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１３８】
【図１】情報入力装置の全体構成図である。
【図２】テンキーユニットを示す斜視図である。
【図３】リモートコントロールユニットを示す斜視図である。
【図４】手書き入力ボードの斜視図である。
【図５】キーボードの斜視図である。
【図６】手書き入力ボードが収容された状態のキーボードを示す斜視図である。
【図７】手書き入力ボードをその折畳み部を開いた状態のまま収容したキーボードと、パ
ームレストとを示した斜視図である。
【図８】パームレスト付きのキーボードであって手書き入力ボードを収容した状態の斜視
図である。
【図９】フル装備の状態の情報入力装置を示す斜視図である。
【図１０】キーボードの側面を示した斜視図である。
【図１１】キーボードの側面を示した斜視図である。
【図１２】情報処理装置の第１例のうちの表示コンポを斜め前から見て示す斜視図である
。
【図１３】図１２に示す表示コンポを斜め前から見たときの分解斜視図である。
【図１４】図１２に示す表示コンポを斜め後から見て示す斜視図である。
【図１５】図１２、図１４に示す表示コンポを斜め後から見て示す分解斜視図である。
【図１６】演算ユニットおよび記憶ユニットの設置例を示す斜視図である。
【図１７】図１６に示す設置例の分解斜視図である。
【図１８】図１６に示す設置例を支持スタンド側から見て示す斜視図である。
【図１９】図１６、図１８に示す設置例を支持スタンド側から見たときの分解斜視図であ
る。
【図２０】演算ユニットの設置例を示す斜視図である。
【図２１】図２０に示す設置例の分解斜視図である。
【図２２】図２０に示す設置例を支持スタンド側から見て示す斜視図である。
【図２３】図２０、図２２に示す設置例を支持スタンド側から見たときの分解斜視図であ
る。
【図２４】表示コンポの第２例を斜め前から見て示す斜視図である。
【図２５】図２４に示す表示コンポを斜め前から見たときの分解斜視図である。
【図２６】図２４に示す表示コンポを斜め後ろから見て示す斜視図である。
【図２７】図２４、図２６に示す表示コンポを斜め後ろから見て示す分解斜視図である。
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【図２８】情報処理装置の配置例の第２例である表示・演算コンポを示す斜視図である。
【図２９】図２８に示す表示・演算コンポを斜め前から見て示す分解斜視図である。
【図３０】図２８に示す表示・演算コンポを斜め後ろから見て示す斜視図である。
【図３１】図２８、図３０に示す表示・演算コンポを斜め後ろから見て示す分解斜視図で
ある。
【図３２】第２のアダプタと、演算ユニットと、記憶ユニットを分解して、支持スタンド
側から見て示した分解斜視図である。
【図３３】第２のアダプタと、演算ユニットと、記憶ユニットを分解して、表示パネル側
から見て示した分解斜視図である。
【図３４】表示・演算コンポの第２例を斜め前から見て示す斜視図である。
【図３５】図３４に示す表示・演算コンポを斜め前から見て示す分解斜視図である。
【図３６】図３４に示す表示・演算コンポを斜め後ろから見て示す斜視図である。
【図３７】図３４、図３６に示す表示・演算コンポを斜め後ろから見て示す分解斜視図で
ある。
【図３８】図３４～図３７に示す表示・演算コンポで用いられている第２のアダプタと、
その第２のアダプタに取り付けられた状態の演算ユニットおよび記憶ユニットを示す斜視
図である。
【図３９】図３８に示す第２のアダプタ、演算ユニットおよび記憶ユニットをそれぞれ分
けて示す分解斜視図である。
【図４０】表示・演算コンポの第３例を斜め前から見て示す斜視図である。
【図４１】図４０に示す表示・演算コンポを斜め前から見て示す分解斜視図である。
【図４２】図４０に示す表示・演算コンポを斜め後ろから見て示す斜視図である。
【図４３】図４０、図４２に示す表示・演算コンポを斜め後ろから見て示す分解斜視図で
ある。
【符号の説明】
【０１３９】
　１０　　キーボード
　１１　　キー
　１２　　電源投入用押ボタン
　１３　　認証用指紋センサ
　１４　　ボード収容部
　１０１　　本体部
　１０２　　支持部
　２０，２０１，２０２　　フレーム
　２１１，２１２　　化粧板
　３０　　テンキーユニット
　３１　　テンキー
　３２　　ファンクションキー
　３３　　表示画面
　３４１，３４２　　溝
　４０　　リモートコントロールユニット
　４１　　操作
　４２１，４２２　　溝
　５０　　手書き入力ボード
　５１　　手書き入力部
　５２１，５２２　　ヒンジ部
　５３　　折畳み部
　５３ａ　　手前側の端部
　５９　　ペン
　６０　　パームレスト
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　６１　　ボード収容延長部
　１００　　情報処理装置
　１３０　　表示パネル
　１１１　　台部
　１１２　　柱部
　１１３　　連結部
　１１４　　ＡＣアダプタ接続口
　１２０　　第１のアダプタ
　１２１　　突起部
　１２２　　枠
　１２３　　窪み部
　１３１　　表示画面
　１３２　　溝
　１４０　　演算ユニット
　１４１　　電源ボタン
　１４２　　溝
　１５０　　記憶ユニット
　１５１　　電源ボタン
　１５２　　ＣＤ／ＤＶＤ装填口
　１５３　　溝
　１６０　　支持スタンド
　１６１　　アダプタ接続部
　１６２，１６３　　突起
　１７０　　支持スタンド
　１７１　　ＡＣアダプタ接続口
　１７２　　突起
　３００　　表示コンポ
　３１０　　表示パネル
　３１１　　表示画面
　３１２　　溝
　４００　　表示・演算コンポ
　４１０　　第２のアダプタ
　４１１　　枠
　４１２　　窪み部
　４１３　　支持ポール
　４１４，４１５，４１６　　突起
　５００　　表示・演算コンポ
　５１０　　第２のアダプタ
　５１１　　窪み部
　５１２，５１４　　突起
　６００　　表示・演算コンポ
　１３０Ａ，１３０Ｂ　　表示パネル
　６１０　　アダプタ
　６１１　　窪み部
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